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栃
木
税
務
署
で
は
、
所
得
税
等
の

確
定
申
告
の
相
談
・
申
告
書
の
受
付

を
、
臨
時
の
プ
レ
ハ
ブ
会
場
で
行
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
納
税
者
の
皆

さ
ま
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
従
来
の
申
告
会
場
を
変

更
し
て
、
平
成
17
年
分
の
所
得
税
、

贈
与
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
申
告
の
相
談
及
び

受
付
を
実
施
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

栃
木
商
工
会
議
所
大
ホ
ー
ル

栃
木
市
片
柳
町
２
‐
１
‐
46

平
成
18
年
２
月
１
日
（
水
）

〜
３
月
31
日
（
金
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※

正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
の

間
は
申
告
相
談
は
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
が
、
申
告
書
の
受
付
と

申
告
書
用
紙
の
配
布
な
ど
は
行

っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
土
・

日
・
祝
日
は
開
設
し
て
お
り
ま

せ
ん
。

宇
都
宮
税
務
署
で
は
、
今
年
か

ら
確
定
申
告
の
会
場
を
「
マ
ロ
ニ

エ
プ
ラ
ザ
」
に
変
更
し
、
所
得

税
・
贈
与
税
及
び
個
人
事
業
者
の

消
費
税
の
申
告
の
相
談
と
申
告
書

の
受
付
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
期
間
中
は
他
の
催
事

に
よ
り
駐
車
場
が
満
車
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。マ

ロ
ニ
エ
プ
ラ
ザ

宇
都
宮
市
元
今
泉
６
‐
１
‐
37

平
成
18
年
２
月
１
日
（
水
）

〜
３
月
15
日
（
水
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※

正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
の
間

は
申
告
相
談
は
行
っ
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
申
告
書
の
受
付
と
申
告
書

用
紙
の
配
布
な
ど
は
行
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
土
・
日
・
祝
日
は

開
設
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
２
月

19
日
と
26
日
の
日
曜
日
に
限
り
開

設
し
て
い
ま
す
。

国分寺会場が、公民館から保健福祉センター
ゆうゆう館に変更になります。




